
〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー 28階

https://www.ht-tax.or.jp

10月24日（月）17：00 5,000円（税込）

講　師

お申し込み期限 参 加 費

インボイス制度におけるインボイス制度における
税理士としての準備と対応税理士としての準備と対応

詳細・お申し込み https://form.k3r.jp/ht_tax/221026

10月 26日 （水）11：30～ 11月 1日 （火）17：00視聴可能期間

2022年

 辻・本郷 税理士法人　主催 辻・本郷 税理士法人　主催

※講演時間は約60分となります。

インボイス制度の概要
適格請求書発行事業者の登録の必要性
導入に向けての事前準備と対策
免税事業者である取引先との対応

1979年 仙台国税局採用。1993年以降、東京国税局において、消費税課、審理課、税務相談室
を経て、2012年に東京国税局不服審判所副審判官、2014年に税務大学校総合教育部教授と
して主に消費税の審理事務を歴任し、2019年 仙台国税局築館税務署長、2020年 大森税務
署長を最後に退官。同年8月に税理士登録。2022年2月より辻・本郷 税理士法人 顧問に就任。

辻・本郷 税理士法人　顧問　税理士 名取  和彦  （なとり  かずひこ）

インボイス制度の導入まで、あと１年となりましたが、現時点でも適格請求書発行事業者とな
るかについて検討されている顧問先も多いのではないでしょうか。本セミナーでは、インボイ
ス制度の導入に向けて、顧問先が適格請求書発行事業者となるべきか否かの判断も含め、事前
に行うべき準備や対策等について、税理士としてアドバイスすべき内容を中心に解説します。

運 営 :  辻・本郷 IT コンサルティング株式会社
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